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▲オレンジ
　リボン

　
り
ん
く
る
内
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
改

修
工
事
に
伴
い
、次
の
期
間
利
用
を

停
止
し
ま
す
。

停
止
期
間 

25
日
㈫
〜
12
月
6
日
㈯

予
定

※
西
側
の
ス
ロ
ー
プ
か
ら
２
階
へ
上

が
れ
ま
す
。介
助
が
必
要
な
方（
体

の
不
自
由
な
方
、ベ
ビ
ー
カ
ー
を
利

用
の
方
な
ど
）や
、３
階
に
ご
用
の
あ

る
方
は
職
員
ま
で
お
声
が
け
く
だ

さ
い

問
合
せ 

高
齢
者
支
援
課

☎
72・7
0
1
4

　
次
に
該
当
す
る
方
は
、事
務
局
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

①
65
歳
以
上
の
寝
た
き
り
高
齢
者

　
（
在
宅
で
介
護
を
受
け
て
い
る
介

　
護
保
険
の
要
介
護
度
５
の
方
）

②
75
歳
以
上
の
独
居
高
齢
者

　
（
在
宅
で
、所
得
税・固
定
資
産
税

　
が
非
課
税
で
あ
り
、持
ち
家
で
な

　
い
方
）

③
在
宅
障
が
い
者

　
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
の
方
、療

　
育
手
帳
Ａ
判
定
の
方
、精
神
障
害

　
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方
で
、

　

日
常
生
活
に
お
い
て
介
助
が
必

　
要
な
方
）

※
基
準
日
は
12
月
1
日
。生
活
保
護

受
給
者
や
病
院・施
設
に
入
院・入

所
の
方
は
対
象
外

問
合
せ 

石
狩
市
共
同
募
金
委
員
会

事
務
局（
市
社
会
福
祉
協
議
会
内
）

☎
72・8
1
8
1

【
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン・
児
童
虐
待
防

止
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
】

　
児
童
虐
待
は
、未
然
防
止・早
期
発

見
と
早
期
対
応
が
極
め
て
重
要
で

す
。児
童
へ
の
虐
待
を
発
見
し
た
時

や
疑
い
が
あ
る
時
は
、迷
わ
ず
通
報

し
て
く
だ
さ
い
。通
報
者
の
情
報
は

守
ら
れ
ま
す
。匿
名
で
も
構
い
ま
せ

ん
。地
域
の
見
守
り
で
、大
切
な
こ
ど

も
を
虐
待
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、お
子
さ
ん（
18
歳
以
下
）の

こ
と
で
悩
ん
で
い
る・困
っ
て
い
る
場

合
も
一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
せ 

子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー（
市

役
所
2
階
）☎
72・3
1
9
5

児
童
相
談
所 

虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル

☎
1
8
9

児
童
相
談
所 

相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
0
1
2
0・1
8
9・7
8
3

り
ん
く
る
内
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

利
用
停
止
に
つ
い
て

歳
末
た
す
け
あ
い
運
動
義
援
金

贈
呈
対
象
者

　
道
内
の
事
業
場
で
働
く
全
て
の
労

働
者
と
使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
北
海

道
最
低
賃
金
が
10
月
4
日
か
ら
時
間

額
１
０
７
５
円
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

問
合
せ　
 

    　

﹇
旧
石
狩
地
区・厚
田
区
﹈

札
幌
中
央
労
働
基
準
監
督
署

☎
0
1
1・7
3
7・1
1
9
1

﹇
浜
益
区
﹈

滝
川
労
働
基
準
監
督
署

☎
0
1
2
5・24・7
3
6
1

【
石
狩
市
火
葬
場
の
統
合
に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間 

9
月
1
日
〜
30
日

意
見
の
提
出
状
況 

提
出
者
0
人

問
合
せ 

環
境
課
☎
72・3
2
4
0

【
石
狩
市
厚
田
地
域
協
議
会
及
び
浜

益
地
域
協
議
会
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
】

意
見
の
募
集
期
間 

9
月
1
日
〜
30
日

意
見
の
提
出
状
況 
提
出
者
0
人

問
合
せ 

企
画
課
☎
72・3
1
6
1

【
障
が
い
者
に
関
す
る
使
用
料
等
の

減
免
に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間 

9
月
1
日
〜
30
日

意
見
の
提
出
状
況 

提
出
者
0
人

問
合
せ 

財
政
課
☎
72・3
1
5
4

総
務
企
画
課
☎
72・3
1
6
9　

【
石
狩
市
公
告
式
条
例
の一部
改
正

に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間 

9
月
1
日
〜
30
日

意
見
の
提
出
状
況 

提
出
者
0
人

問
合
せ 

総
務
課
☎
72・3
1
4
9

【
特
認
入
学
指
定
校
の
入
学
手
続
き

の
見
直
し
に
つ
い
て
】

意
見
の
募
集
期
間 

9
月
1
日
〜
30
日

意
見
の
提
出
状
況 

提
出
者
1
人
、

意
見
な
ど
の
件
数
1
件　

意
見
の
検
討
結
果 

採
用
0
件
、一
部

採
用
0
件
、不
採
用
0
件
、記
載
済

0
件
、参
考
0
件
、そ
の
他
1
件

問
合
せ 

学
校
教
育
課

☎
72・3
1
7
1

　
庁
舎
の
長
寿
命
化
の
た
め
、令
和

８
年
８
月
ま
で
改
修
工
事
を
行
っ
て

い
ま
す
。工
事
期
間
中
は
本
庁
舎
と

敷
地
内
の
仮
設
庁
舎
で
業
務
を
行
っ

て
お
り
、手
続
き
の
内
容
に
よ
っ
て

受
付
場
所
が
異
な
り
ま
す
。詳
細
は

H
P
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
合
せ 

江
別
保
健
所

☎
0
1
1・3
8
3・2
1
1
1

北
海
道
最
低
賃
金

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果

江
別
保
健
所
の
改
修
工
事

令
和
８
年

石
狩
市「
は
た
ち
の
つ
ど
い
」

11
月
は

秋
の
こ
ど
も
ま
ん
な
か
月
間

 

令
和
7
年
11
月
1
日
現
在
、石
狩

市
に
住
民
登
録
が
あ
る
方
に
は
案

内
状
を
12
月
上
旬
ご
ろ
発
送
し
ま

す
。市
外
へ
転
出
さ
れ
た
方
で
参
加

希
望
の
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
案
内
状
を
必
ず
持
参
の
こ
と

対
象 

平
成
17
年
4
月
2
日
〜
平
成

18
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

日
時 

令
和
８
年
1
月
11
日
㈰
14
時

〜（
受
付
13
時
30
分
〜
）

場
所 

花
川
北
コ
ミ
セ
ン（
花
川
北
３・

２
）

そ
の
ほ
か 

当
日
、駐
車
場
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
。公
共
交
通
機
関
を
ご
利

用
く
だ
さ
い

問
合
せ 

社
会
教
育
課

☎
72・3
1
7
3

▲詳細
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　「
石
狩
市
総
合
計
画
」と
は
、市
の
将

来
像
や
ま
ち
づ
く
り
の
大
き
な
方
向
性

（
基
本
構
想
）と
そ
の
実
現
に
向
け
た
進

め
方（
計
画
）を
ま
と
め
た
、ま
ち
づ
く
り

の
最
上
位
計
画
で
す
。市
は
総
合
計
画
に

沿
って
ま
ち
づ
く
り
を
行
って
い
ま
す
。

　
現
在
の
第
5
期
石
狩
市
総
合
計
画

は
、平
成
27
年
度
か
ら
令
和
4
年
度
ま
で

の
8
年
間
を
計
画
期
間
と
し
て
ス
タ
ー

ト
し
、多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
策

定
し
ま
し
た
。そ
の
後
、計
画
期
間
は
令

和
8
年
度
ま
で
延
長
し
、着
実
に
取
り
組

み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
第
5
期
石
狩
市
総
合
計
画
で
は
、30

年
先
を
見
据
え
た
将
来
像
と
し
て「
創

造
」「
絆
」「
環
境
」を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
将
来
像
は
、現
在
に
お
い
て
も
目

指
す
ま
ち
の
姿
と
し
て
多
く
の
共
通
点

が
あ
る
こ
と
か
ら
、次
期
計
画
は
全
面
改

訂
で
は
な
く
、こ
の
 10
年
間
の
社
会
情
勢

や
地
域
の
変
化
を
捉
え
、市
民
の
皆
さ
ん

と
の
対
話
を
通
じ
て
、新
た
な
要
素
を
確

認
し
な
が
ら
策
定
し
て
い
き
ま
す
。

　
今
後
、策
定
状
況
や
関
連
情
報
は
本

紙
や
市
H
P
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

第5期総合計画が策定された当時、
全国的な人口減少や少子高齢化の進行、コミュニ
ティーの存続困難、医療･介護などの社会保障費の
増大、地球規模の環境問題などを背景に、まちを取
り巻く環境も大きく変化し、まちづくりにおいてこう
した社会情勢が課題となっていました。これらは現
在も重要な課題です。

こうした社会情勢を
踏まえ、市民の皆さんとの
意見交換や審議会などを通じ、
石狩市に「住み続けたい」「住み
たい」と思える、30年先を見据
えたまちづくりを進めることで、
人口流出の抑制につながり、人
がまちの活力となる、魅力的で
活気あるまちが形成されると
考え、平成27年度に計画を策
定しました。

企画課☎72･3161問

一緒につくる石狩の未来

◀詳細（第5期石狩市総合計画）基礎調査、市民との意見交換、
審議会の設置･審議、庁内での
検討、素案とりまとめ

市民オープンハウス（素案に対
する出前意見聴取）、審議会で
の審議、パブリックコメント、市
議会への提案、新計画策定

今後のスケジュール

令和 年度７

令和 年度8

第6期石狩市総合計画を策定します

本計画では、「住み続けたい」「住みたい」と思
える魅力あるまちであり続けるため、目指すまちの姿
（将来像）として「創造」「絆」「環境」を掲げ、また、市
民の意識や気持ちといった市民像を「石狩PRIDE」
として示しています。

プライド


